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一
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二

年
）
一
月
二
十
六
日
、
最
高
裁
判

所
は
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理

運
営
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
判

決
を
出
し
た
。

争
わ
れ
た
の
は
、
不
在
組
合
員

に
対
し
て
、『
協
力
金
』
と
し
て

居
住
組
合
員
よ
り
月
額
２
５
０
０

円
を
上
乗
せ
し
て
い
い
か
ど
う

か
、
だ
っ
た
。

マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
一
九
七
〇
年

頃
に
大
阪
市
で
分
譲
さ
れ
た
８
６

８
戸
で
あ
る
。
分
譲
後
、
徐
々
に

賃
貸
住
戸
が
増
え
、
二
〇
〇
四
年

頃
に
は
１
７
０
戸
前
後
に
も
な
っ

た
と
い
う
。
居
住
組
合
員
か
ら

は
、
役
員
に
な
ら
な
い
不
在
組
合

員
に
対
し
て
、
負
担
が
偏
っ
て
い

る
と
い
う
不
満
が
出
て
い
た
。

そ
こ
で
、
管
理
組
合
は
負
担
の

公
平
を
図
る
た
め
、
不
在
組
合
員

か
ら
「
協
力
金
」
を
取
る
こ
と
を

総
会
で
決
議
し
た
が
、
そ
れ
に
従

わ
な
い
と
す
る
不
在
組
合
員
が
複

数
居
た
た
め
に
管
理
組
合
は
裁
判

所
に
訴
え
、
結
局
、
最
高
裁
ま
で

争
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
の
月
額
管
理
組
合
費
１
万

７
５
０
０
円
の
う
ち
、
一
般
管
理
費

が
８
５
０
０
円
、
修
繕
積
立
金
が

９
千
円
で
、
不
在
組
合
員
に
は
月

額
２
５
０
０
円
を
「
協
力
金
」
と

し
て
上
乗
せ
す
る
と
い
う
も
の
だ
。

二
、
こ
の
判
決
は
、
い
く
つ
か
の

ポ
イ
ン
ト
に
整
理
で
き
る
。

①
管
理
組
合
が
自
主
的
に
定
め
た

規
約
で
規
定
し
て
い
る
。

②
一
九
七
〇
年
頃
に
分
譲
さ
れ
た

８
６
８
戸
の
う
ち
、
１
７
０
戸

（
約
２０
％
）
く
ら
い
が
賃
貸
住

戸
に
な
っ
て
い
る
。

③
月
額
２
５
０
０
円
の
上
乗
せ
額

は
、
管
理
組
合
費
１
万
７
５
０

０
円
の
約
１５
％
程
度
で
あ
る
。

④
こ
の
増
額
に
反
対
し
て
支
払
い

を
拒
ん
で
い
る
の
は
１２
戸
を
所

有
す
る
５
人
で
あ
る
。

⑤
判
決
は
、
前
記
の
事
柄
を
総
合

的
に
比
較
し
て
、
規
約
の
合
理

性
、
外
部
区
分
所
有
者
の
受
忍

限
度
等
を
判
断
し
た
も
の
で
あ

る
。

三
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
区
分
所
有
法
第
３１

条
１
項
後
段
の
規
定
で
、
規
約
の

改
廃
に
お
い
て
「
特
別
の
影
響
」

を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
そ
の
承
諾

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
裁
判
も
そ
の
点
の

解
釈
を
中
心
に
争
わ
れ
た
。

結
論
か
ら
い
う
と
、「
影
響
を

及
ぼ
す
」
か
ど
う
か
は
、
個
々
の

事
例
で
判
断
さ
れ
る
の
で
、
類
似

し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
常
に
同

じ
結
論
に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
判
決
に
対
す
る
専
門
家
の
評

価
は
分
か
れ
て
い
る
。
比
較
的
多

く
の
意
見
は
、
管
理
組
合
の
自
治

を
認
め
た
妥
当
な
判
決
で
あ
る
と

い
う
も
の
だ
が
、「
協
力
金
」
と

い
う
お
手
軽
な
や
り
方
で
解
決
す

る
の
は
問
題
が
あ
る
、
と
い
う
意

見
も
多
い
。

納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます
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不
在
組
合
員
へ
『
協
力
金
』
を
課
す
管
理
組
合
の

決
定
は
有
効
と
し
た
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
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